
証券コード：6927

平 成 27 年 ６ 月 ９ 日

株 主 各 位
兵 庫 県 姫 路 市 豊 富 町 御 蔭 703 番 地

ヘリオス テクノ ホールディング株式会社
代表取締役社長 斉 藤 定 一

　

第39期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙
に賛否をご表示いただき、平成27年６月23日（火曜日）当社営業時間終了の時（午後
５時30分）までに到着するようご返送くださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年６月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県姫路市下寺町43番地

姫路商工会議所 ２階大ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項
報告事項 1. 第39期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

2. 第39期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役５名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。

2. 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット
上の当社ウェブサイト（http://www.heliostec-hd.co.jp）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事 業 報 告

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

　

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策、金融政策等により

円安、株価など全般として、安定的に推移しました。一方、中国やＡＳＥＡＮ

諸国などにおいては、成長率の鈍化がみられますが、米国経済は順調に推移し

ました。

当社グループの主要マーケットについては、大型テレビ用液晶パネル、スマ

ートフォン及びタブレット端末等の設備投資需要が大幅に増加しました。また、

国内での雇用改善から人材派遣、設計請負需要が拡大しました。

このような経済環境のなか、当社グループにおいては、配向膜製造装置及び

紫外線露光ユニットの売上が伸び、人材サービス分野ではＭ＆Ａ効果も寄与し、

順調に売上を伸ばしました。

また、当社が保有していた Phoenix Lamps (INDIA)社の優先株の償還により、

償還益92百万円が特別利益に計上されました。

当連結会計年度における当社グループの売上高は、前期と比べ19億17百万円

(14.9％)増収の148億17百万円となり、営業利益は３億31百万円(63.7％)増の８

億51百万円、経常利益は１億58百万円(25.5％)増の７億80百万円、当期純利益

は１億32百万円(14.8％)減の７億57百万円となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりとなります。各金額については、セグメ

ント間の内部取引を含んだ金額を記載しております。なお、当連結会計年度よ

り、当社グループ内の事業管理区分の変更に伴い、従来「ランプ事業」に含ま

れていた事業の一部を「検査装置事業」に移管しております。前年同期比較の

数値は、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組替えて算出して

おります。また、当連結会計年度より、従来の「人材派遣事業」を「人材サー

ビス事業」にセグメント名称を変更しております。当該セグメント名称変更に

よるセグメント情報に与える影響はありません。
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① ランプ事業

ランプ事業につきましては、露光装置光源用ランプの売上が伸び、前期比

58.9％増の５億67百万円となりました。一般照明ランプにつきましては、ＬＥ

Ｄランプは品揃えも進み、節電のために販売が順調に伸びましたが、ハロゲン

ランプ等従来ランプが減少しているため、合計では前期比8.2％減の15億71百万

円となりました。また、プロジェクターランプにつきましては、交換用・製造

用ともに新規顧客の開拓に努力していますが、前期比20％減の９億88百万円と

なりました。

この結果、当連結会計年度において、売上高は前期比1.9％減の39億28百万円

となりました。

　
② 製造装置事業

製造装置事業につきましては、中国でのＴＶ、スマートフォン、タブレット

端末用ディスプレー及びタッチパネル製造装置の投資が旺盛で、大型ＦＰＤパ

ネル用の配向膜製造装置をはじめ、販売は順調に推移しました。また、中古装

置の海外移設プロジェクトの受注も積極的に獲得しております。特に、当期受

注した大型案件については、問題なく順調に進捗、来期の売上を予定しており

ます。

この結果、当連結会計年度において、売上高は前期比14.3％増の62億58百万

円となりました。

なお、当期末現在の受注残高は、159億23百万円となっております。

③ 検査装置事業

検査装置事業につきましては、検査装置用光源装置、露光装置光源ハウジン

グの販売が増えました。

この結果、当連結会計年度において、売上高は、前期比12.8％増の15億87百

万円となりました。

　
④ 人材サービス事業

人材サービス事業につきましては、技術者派遣・技術請負は、横ばいに推移

しましたが、製造派遣が、Ｍ＆Ａに加え、需要拡大を背景に売上を伸ばしまし

た。

この結果、当連結会計年度において、売上高は、前期比46.9％増の31億98百

万円となりました。

なお、当期に買収した株式会社テクノ・プロバイダーは、平成27年４月１日

に、子会社の株式会社日本技術センターが吸収合併し一体運営することとしま

した。
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(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は１億45百万円であり、ランプ事

業48百万円、製造装置事業61百万円、その他35百万円となっております。
　

(3) 資金調達の状況

当社は、資金調達の機動性及び安定性を目的として、三井住友信託銀行株式

会社をアレンジャーとした総額15億円のコミットメントライン契約に基づく資

金調達を行っております。

　
(4) 財産及び損益の状況

(単位：百万円)

期 別

区 分
第36期

平成24年３月期
第37期

平成25年３月期
第38期

平成26年３月期

第39期
(当連結会計年度)

平成27年３月期

売 上 高 10,056 11,139 12,900 14,817

経 常 利 益
又 は 経 常 損 失（△)

△315 431 621 780

当 期 純 利 益
又は当期純損失（△)

△1,256 443 889 757

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△)

△75円95銭 26円82銭 53円10銭 43円97銭

純 資 産 5,850 6,340 7,261 8,041

総 資 産 9,246 9,131 10,774 21,528

１株当たり純資産額 353円58銭 381円81銭 427円63銭 450円23銭
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(5) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出 資 比 率

主要な事業内容

フェニックス電機株式会社 90百万円 100.0％
プロジェクター用ランプ、ＬＥＤラ
ンプ及びその他ハロゲンランプ等の
製造・販売

株式会社日本技術センター 64百万円 100.0％
外観検査装置等の産業機器の製造・
販売及び人材派遣事業

ナカンテクノ株式会社 490百万円 100.0％
液晶製造配向膜印刷装置等の産業機
器の製造・販売

株 式 会 社 ル ク ス 30百万円
100.0％

(100.0％)
各種照明用ランプ及び電気照明器具
の販売

株式会社テクノ・プロバイダー 20百万円
100.0％

(100.0％)
人材派遣事業及び訪問介護事業

(注) 出資比率の（ ）内は、間接所有割合（内数）であります。
　

(6) 対処すべき課題

フェニックス電機株式会社、株式会社日本技術センター、ナカンテクノ株式

会社３社は、自主的経営の下それぞれの事業の拡大と採算性の向上を図るとと

もに、協力してシナジー効果を発揮してまいります。

① フェニックス電機株式会社

より高輝度な製品を開発、コストダウンを実施し、プロジェクターランプ、

ＬＥＤランプ、露光装置用ランプの拡販、採算性の向上に努めてまいりま

す。

② 株式会社日本技術センター

積極的な拡販活動および更なるＭ＆Ａによって事業規模を拡大してまいり

ます。

③ ナカンテクノ株式会社

経営を安定化するため、既設設備の改造、メンテおよび「版」の製造・販

売に注力し、タッチパネル装置の開発と同装置の新しい分野への展開を図

るとともに、外部との戦略的アライアンスを進めて新規事業を開拓してま

いります。
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④ ３社共通分野

フェニックス電機株式会社のランプ技術、株式会社日本技術センターの設

計、開発能力、ナカンテクノ株式会社の販売力を合わせ、シナジー効果を

発揮できる新規事業を開拓してまいります。
　

(7) 主要な事業内容

当社グループは、プロジェクター用ランプ、一般照明用ハロゲンランプ及びＬ

ＥＤランプ等の製造・販売を主たる事業とする「ランプ事業」、配向膜印刷装置、

特殊印刷機等の製造・販売を主たる事業とする「製造装置事業」、産業機械、検

査・計測装置の製造・販売を主たる事業とする「検査装置事業」、並びに人材派遣

及び請負業務を主たる事業とする「人材サービス事業」の４事業を行っておりま

す。
　

(8) 主要な営業所及び工場

会 社 名 事業所名 所在地

ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 本 社 兵庫県姫路市

フェニックス電機株式会社

本社・工場 兵庫県姫路市

東京営業所 東京都港区

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区

株式会社日本技術センター 本 社 兵庫県姫路市

ナカンテクノ株式会社 本社・工場 千葉県佐倉市

株式会社ルクス

本 社 兵庫県姫路市

東京営業所 東京都港区

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区

株式会社テクノ・プロバイダー 本 社 大阪府東大阪市
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(9) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

　 499名 　10名減

(注) 上記従業員数には、使用人兼務取締役、臨時従業員（パートタイマー・契約社員)、嘱託社員
及び派遣社員は含めておりません。

　
　

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

6名 1名増 　 45.0才 　 4.5年
　

(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,500,000千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,000,000

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 516,670

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 457,500

株 式 会 社 中 国 銀 行 150,000

(注) 三井住友信託銀行株式会社の借入金額は、平成26年9月25日組成シンジケートローン（参加金融機関３行）

1,000,000千円と平成26年9月25日組成シンジケートローン（参加金融機関４行）500,000千円であります。
　
(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 59,400,000株

(2) 発行済株式の総数 22,806,900株 (自己株式 4,973,710株を含む)

(3) 株 主 数 18,804名

(4) 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

加 賀 電 子 株 式 会 社 881,000株 4.94％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 876,100 4.91

竹 中 隆 389,920 2.18

須 々 田 純 365,000 2.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 319,400 1.79

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 225,000 1.26

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 222,000 1.24

石 井 正 人 209,440 1.17

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５) 193,100 1.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口３) 188,600 1.05

(注) 当社は自己株式 4,973,710株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
　
(5) その他株式に関する事項

該当事項はありません。
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3. 新株予約権等に関する事項
　(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

平成24年６月22日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

2,950個

・新株予約権の目的となる株式の種類

　 普通株式

・新株予約権の目的となる株式の数

295,000株（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の行使時の払込金額

　 １個当たり 15,700円

・新株予約権の行使期間

　 平成26年６月23日から平成29年６月22日まで

・新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額

　 発行価格 15,700円

　 資本組入額 7,900円

・新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新

株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従

業員としての地位にあることを要する。

新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約書」に定めるところによる。

・新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当該取締役会の承認を要するも

のとする。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

550個 55,000株 1名

社 外 取 締 役 ― ― ―

監 査 役 ― ― ―
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　(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付され新株予約権の

状況

該当事項はありません。

　
4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 斉 藤 定 一 ナカンテクノ株式会社取締役会長

常 務 取 締 役 川 坂 陽 一 当社統括管理部長

取 締 役 田 原 廣 哉
フェニックス電機株式会社代表取締役社長
株式会社ルクス代表取締役社長

取 締 役 佐 藤 良 久 ナカンテクノ株式会社代表取締役社長

取 締 役 林 啓 之

常 勤 監 査 役 上 道 俊 和

監 査 役 家 弓 康 充

監 査 役 四 宮 章 夫 弁護士

(注) 1. 取締役林啓之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役上道俊和氏及び監査役四宮章夫の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。
3. 常勤監査役上道俊和氏は、上場会社子会社代表取締役及び監査役の経験により、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 社外監査役四宮章夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。
5. 社外取締役林啓之及び社外監査役上道俊和の両氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義

務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
　

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役 5名 64,705千円

監 査 役 3 26,565

(注) 1. 上記の支給額には、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の
費用計上額(取締役1,733千円)を含んでおります。

　 2. 取締役の報酬限度額は、平成24年６月22日開催の第36期定時株主総会において、年額240百
万円と決議いただいております。

　 3. 監査役の報酬限度額は、平成24年６月22日開催の第36期定時株主総会において、年額60百
万円と決議いただいております。
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(3) 社外取締役及び社外監査役に関する事項

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況及び当社と当該他の法人との関係

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員等の兼職状況

該当事項はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 林 啓 之
当事業年度開催の取締役会９回全てに出席し、必要に応
じ、主に金融機関等の経験から、議案・審議等につき発言
を適宜行っております。

監 査 役 上 道 俊 和

当事業年度開催の取締役会９回全てに出席し、また、当事
業年度開催の監査役会３回全てに出席し、必要に応じ、主
に経験豊富な経営者の観点から、議案・審議等につき発言
を適宜行っております。

監 査 役 四 宮 章 夫

当事業年度開催の取締役会９回に対して７回出席し、ま
た、当事業年度開催の監査役会３回全てに出席し、必要に
応じ、主に弁護士としての専門的見地から必要に応じて、
議案・審議等について発言を適宜行っております。

⑤ 社外役員の意見により、決定された事業方針又はその他の事項の変更

該当事項はありません。

⑥ 当社の不正な業務執行に関する対応の概要

該当事項はありません。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第

１項に定める最低責任限度額であります。
　

⑧ 社外役員の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 1名 4,053千円

監 査 役 2 18,816

(注) 上記の支給額には、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用
計上額(取締役117千円)を含んでおります。
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⑨ 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額

該当事項はありません。

　
5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

監査法人 彌榮会計社

　
(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 報酬等の額

36,500千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

36,500千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこ
れらの合計額で記載しております。

　
(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

　
(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合に、会計監査人の解任又は不再任をに関する議案の内容を決定いた

します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会

において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他業務の適正を確保するための体制
当社は、平成18年５月12日開催の取締役会において会社法第362条第４項第６号及

び会社法施行規則第100条に基づき、業務の適正を確保するための体制整備に向けた

基本方針を決定し、平成21年５月１日開催の取締役会にて一部改定いたしました。

その内容は以下のとおりであります。
　

(1) 業務運営の基本方針

当社グループは、顧客に選ばれる、高性能かつ高品質の「光」をベースにした

独自製品の「ものづくり」にこだわり、一芸に秀でた持続的成長性のある研究型

企業を追求し、もって株主・従業員・取引先及び地域社会に貢献する開かれた会

社の実現を目指します。

当社としてこの使命を達成するためには、

① コーポレートガバナンスの確立

② 事業活動に関わる法令、定款、企業倫理等の遵守

③ リスクに対する的確かつ迅速な対応

④ 信頼性のある財務及び事業活動状況の適時適切な情報開示

⑤ 業務の有効性及び効率性の確立

⑥ 反社会的勢力による不当要求への毅然とした態度及び、取引関係の排除を経

営の基本に据えた「内部統制の仕組み」を構築するとともに継続的にその機能

強化に努めます。
　

(2) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

① 社長を委員長とする「内部統制委員会」において、内部統制システムの構

築・維持・向上並びに内部統制に係る重要事案について審議する。

② コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、また、取締役及び従業員が

それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務運営にあた

る心構え、指針と具体的な順守事項を規定した「コンプライアンス規程」に従

い行動する。

③ 統括管理部がコンプライアンスに係る業務を担当し、一定の重要事項の決定

について、社内外の専門部署と連携を図り、事前に違法性等を検証する体制を

とっているが、今後更に徹底した運営を図る。
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④ また、「相談・通報制度」がグループ全体に浸透し、有効に機能することによ

り、取締役及び従業員がコンプライアンス違反行為に気づいたときは直ちに報

告され、必要に応じて「内部統制委員会」でその対応策を検討することが自律

的に行われるよう徹底を図る。なお、会社は通報内容を秘守し、通報者に対し

て不利益な扱いを行わない。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 「取締役会規程」、「監査役会規則」、「インサイダー情報管理規程」、「文書管理

規程」、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、必要文書を必要年限保存管理

する。

② 電磁的な情報は、ファイアーウォールを施したサーバーに一元的にファイル

され、定期的にデータのバックアップを行う。

③ 個人情報の管理については、「個人情報管理規程」に従い、統括管理部が主管

する。
　

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 「リスク管理規程」に従い、不測の事態が発生した場合、損害・影響額を最小

限に留める迅速な対応体制を整備する。

② 各部門（子会社を含む）は、社長の指示に従い、定期的にリスクの洗い直し

及び評価を行い、リスクの回避・軽減・転嫁・保有等の対応策を検討・実施す

る。

③ 重要なリスクが発生又はその恐れが生じた場合は、「内部統制委員会」を開催

して対応策を検討・審議し、損失の防止及び収益の保全、再発防止等危機管理

にあたる。

④ 内部監査室（子会社を含む）が各部門の往査を行うにあたっては、常にリス

ク管理の視点から監査を行い、リスク管理の徹底を図る。
　

(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規

程」、「稟議規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」等を常に見直し、整備を行う。

② 取締役会を定期開催するほか、適宜臨時の取締役会を開催し、活発な意見の

交換によって活性化した取締役会を運営して、迅速な経営意思の決定と効率的

な業務執行を行う。

③ 子会社においては、社長の諮問機関として、取締役、監査役及び部長をもっ

て構成する「経営会議」の運営を充実し、その審議内容を取締役会に反映して、

的確な執行決定を徹底する。また、その報告を義務づける。
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(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社の「コンプライアンス規程」を子会社に準用し、当社と一体となったコ

ンプライアンス体制を確立する。

② 当社の子会社にコンプライアンス担当部署を置き、当社統括管理部との連携

を密にするとともに、「内部統制委員会」にも関与させて、グループ全体のコン

プライアンスの統括・推進の一翼を担わせる。

③ 子会社の経営は、自主性を尊重するが、年度事業計画の策定、月次決算の報

告及び重要事案の事前協議を行い、子会社の事業内容の的確な把握を行う。

④ 当社の相談・通報体制を子会社に準用して運用する。
　

(7) 監査役のその職務を補助すべき使用人に対する体制及び当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

① 現在は、監査役の職務を補助すべき従業員はいないが、必要に応じて監査役

補助者の任命、解任、人事異動等について、監査役会の同意を得て、取締役会

が決定する。なお、監査役補助者は業務執行の業務を兼務させない。

② 内部監査室（子会社を含む）は監査役と共同監査等を行い、監査の効率性及

び監査の質の向上を図る。
　

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 取締役及び従業員は、法令違反及び会社に損害を及ぼす恐れがある事実を発

見した場合のほか、内部監査（子会社を含む）の実施状況、コンプライアンス

に関する事項については、すみやかに監査役に報告することを徹底する。

② 監査役は、取締役会のほか、必要に応じて業務の執行状況を把握するために

諸会議（子会社を含む）に出席するほか、稟議書、契約書等の重要な文書を閲

覧し、必要に応じて取締役その他から説明を求める。

③ 監査役及び監査役会が、法令及び監査役監査基準に従って、業務及び財産の

状況に関して報告を求めた場合は、遅滞なくその内容を報告するほか、社内通

報を含め、監査役への適切な報告体制を確保する。

④ 会計監査人から会計監査の結果について報告を受けるなど連携を密にするこ

とに取締役が協力する。
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(9) 反社会的勢力排除に向けた体制

① 国が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」また、

日本経団連がまとめた「企業行動憲章」を基本姿勢とし、反社会的勢力に対し

て屈することなく法律に則して対応することや、各関連規程の充実及び周知徹

底を図り普及啓発に努めている。

② 統括管理部を対応部署とするが、同部門に一任せず会社全体で対応すること

としている。

③ 兵庫県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会にて開催される会議等

に参加し、協力体制を整備している。
　
(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る

内部統制システム構築のための基本方針」を制定するとともに、金融商品取引法

に基づく内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継

続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及び

その他関係法令等への適合性を確保する体制を整備する。
　
7. 株式会社の支配に関する基本方針

当社は定めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】 【18,802,495】【流 動 負 債】 【12,629,326】

現 金 及 び 預 金 1,836,331 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,271,732

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 4,213,188 短 期 借 入 金 2,750,000

商 品 及 び 製 品 337,474 １年内返済予定の長期借入金 219,996

仕 掛 品 11,332,851 リ ー ス 債 務 539

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 474,286 未 払 法 人 税 等 137,133

繰 延 税 金 資 産 80,853 賞 与 引 当 金 248,688

そ の 他 540,613 前 受 金 7,221,986

貸 倒 引 当 金 △13,104 製 品 保 証 引 当 金 18,314

【固 定 資 産】 【2,726,223】 そ の 他 760,936

( 有 形 固 定 資 産 ) (2,093,071) 【固 定 負 債】 【857,848】

建 物 及 び 構 築 物 816,984 長 期 借 入 金 654,174

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 329,803 リ ー ス 債 務 1,977

土 地 864,166 繰 延 税 金 負 債 93,557

リ ー ス 資 産 2,396 長 期 未 払 金 103,616

建 設 仮 勘 定 28,823 そ の 他 4,522

そ の 他 50,897 負 債 合 計 13,487,174

( 無 形 固 定 資 産 ) (149,207) 純 資 産 の 部

の れ ん 74,705 【株 主 資 本】 【7,911,269】

そ の 他 74,501 資 本 金 2,133,177

(投資その他の資産) (483,944) 資 本 剰 余 金 2,563,867

投 資 有 価 証 券 413,055 利 益 剰 余 金 4,459,692

繰 延 税 金 資 産 5,374 自 己 株 式 △1,245,467

そ の 他 101,115 【その他の包括利益累計額】 【117,820】

貸 倒 引 当 金 △35,600 その他有価証券評価差額金 117,820

【新 株 予 約 権】 【12,455】

純 資 産 合 計 8,041,544

資 産 合 計 21,528,718 負債及 び 純 資 産 合 計 21,528,718

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 14,817,734

売 上 原 価 10,925,019

売 上 総 利 益 3,892,714

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,041,266

営 業 利 益 851,448

営 業 外 収 益

受 取 利 息 153

受 取 配 当 金 8,588

業 務 受 託 収 入 4,704

負 の の れ ん 償 却 額 10,038

雑 収 入 17,679 41,163

営 業 外 費 用

支 払 利 息 65,659

為 替 差 損 27,633

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 18,111

雑 損 失 1,042 112,447

経 常 利 益 780,165

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 償 還 益 92,939 92,939

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 873,104

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 223,136

法 人 税 等 調 整 額 △107,787 115,349

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 757,755

当 期 純 利 益 757,755

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで） (単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成26年４月１日残高 2,133,177 2,563,867 3,915,586 △1,488,365 7,124,265

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △168,631 △168,631

当 期 純 利 益 757,755 757,755

自 己 株 式 の 処 分 △45,017 242,897 197,880

自己株式処分差損の振替 45,017 △45,017 ―

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 544,106 242,897 787,004

平成27年３月31日残高 2,133,177 2,563,867 4,459,692 △1,245,467 7,911,269

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

その他の包括
利益累計額合計

平成26年４月１日残高 86,888 86,888 50,791 7,261,944

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △168,631

当 期 純 利 益 757,755

自 己 株 式 の 処 分 197,880

自己株式処分差損の振替 ―

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

30,931 30,931 △38,336 △7,404

連結会計年度中の変動額合計 30,931 30,931 △38,336 779,599

平成27年３月31日残高 117,820 117,820 12,455 8,041,544

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

― 19 ―



連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 　５社

連結子会社の名称 フェニックス電機株式会社、株式会社日本技術セ

ンター、ナカンテクノ株式会社、株式会社ルクス、

株式会社テクノ・プロバイダー

(2) 非連結子会社はありません。

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

時価のないもの 　移動平均法による原価法

② たな卸資産 評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）によっております。

評価方法は、ランプ事業においては総平均法を、

製造装置事業及び検査装置事業においては個別法

を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については、定額

法)によっております。
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② 無形固定資産 定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

③ リース資産 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払いにあてる

ため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。

③ 製品保証引当金 製品の無償保証期間における修理・交換等に要

する費用に備えるため、過去の売上原価に対する

当該費用の発生割合に基づく保証費用見込額を計

上しております。

④ 工事損失引当金 工事契約に基づく取引のうち、連結会計年度末

において受注額を上回る工事原価の見積もりとな

るものについて、損失見込額を計上することとし

ております。なお、当連結会計年度における計上

額は、ございません。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

工事完成高の計上基準

工事契約については、成果の確実性が認められないため、工事完成基準を適

用しております。

― 21 ―



(5) のれんの償却方法及び償却期間

５年間で均等償却しております。

なお、平成22年３月31日以前に行われた企業結合等により発生した負ののれ

んについては、５年間の均等償却によっております。

(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

② 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

　
(表示方法の変更に関する注記)

連結貸借対照表

前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」(前連

結会計年度69,037千円)については、重要性が高まったため、当連結会計年度より区

分掲記することとしました。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

建物 269,182千円

土地 548,142千円

計 817,324千円

担保に係る債務

短期借入金 1,000,000千円

2. 契約保証金等として担保に供している資産

定期預金 20,070千円

上記に対応する債務

買掛金 21,041千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 5,253,454千円

4. 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び株式の総数

普通株式 22,806,900株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の

総額(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式 168,631 10.00 平成26年３月31日 平成26年６月23日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

決議
株式の
種類

配当の原資
配当金の

総額(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 213,998 12.00 平成27年３月31日 平成27年６月25日

3. 当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 265,000株
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(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして銀行借入により、必要な資金を調達

しております。一時的な余資が発生した場合には定期預金等、安全性の極めて高

い金融資産で運用しております。

なお、当社グループでは、グループ各社の自主独立を基本とし、資金面におい

ても同様に、グループ各社は外部からの調達又は当社からの調達を選択できるも

のとし、また当社はグループ全体の資金管理並びに与信面で扶助することにより

グループ全体の財務の安定を図るため、グループ金融規程を定めて対応しており

ます。
　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

受取手形及び売掛金は、営業債権であり、顧客の信用リスクにさらされており

ます。そのため、当該リスクに関し、当社グループ各社の与信管理規程に従い、

取引先ごとの与信限度額の設定及び回収期日と残高の管理を行っております。

また、一部の顧客に対して外貨建債権が存在し、為替変動リスクにさらされて

おります。為替相場の状況については毎月把握され、経営会議において報告され

ております。

投資有価証券は、取引先との事業関係上保有している株式であり、上場株式に

ついては市場価格の変動リスクにさらされているため、四半期末ごとに時価等の

把握を行っております。

支払手形及び買掛金は、営業債務であり、いずれも１年以内の支払期日であり

ます。

一部の仕入先に対して外貨建債務が存在し、為替変動リスクにさらされており

ます。為替相場の状況については毎月把握され、経営会議において報告されてお

ります。

借入金は短期のものは主として運転資金、長期のものは主として設備資金であ

ります。短期借入金については、金利変動リスクにさらされておりますが、短期

間に決済されるものであり、金利変動リスクは低いと判断しております。
　

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格が存在しない場

合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては

変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより当該価

額が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次の表には含めて

おりません。（（注)2.参照）
(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 1,836,331 1,836,331 ―

(2) 受取手形及び売掛金 4,213,188 4,213,188 ―

(3) 投資有価証券

　 その他有価証券 413,055 413,055 ―

資産計 6,462,575 6,462,575 ―

(4) 支払手形及び買掛金 1,271,732 1,271,732 ―

(5) 短期借入金 2,750,000 2,750,000 ―

(6) 長期借入金 874,170 873,979 △190

負債計 4,895,902 4,895,712 △190

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

(3) 投資有価証券
これらの時価について、上場株式は取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金
これらは短期間に決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価

額によっております。
(6) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いて現在価値により算定する方法によっております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 0

(注) 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3)
投資有価証券」には、含めておりません。
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(賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(１株当たり情報に関する注記)

1. １株当たり純資産額 450円23銭

2. １株当たり当期純利益 43円97銭

　
(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

― 26 ―



貸 借 対 照 表

(平成27年３月31日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】 【5,335,948】【流 動 負 債】 【2,017,916】

現 金 及 び 預 金 534,888 短 期 借 入 金 1,650,000

短 期 貸 付 金 4,517,599 １年内返済予定の長期借入金 219,996

未 収 入 金 279,204 未 払 金 23,128

そ の 他 4,255 未 払 法 人 税 等 104,664

【固 定 資 産】 【3,966,656】 未 払 消 費 税 等 10,518

( 有 形 固 定 資 産 ) (930,424） 未 払 費 用 2,518

建 物 346,243 預 り 金 2,486

構 築 物 11,522 賞 与 引 当 金 4,604

工 具 器 具 及 び 備 品 3,095 【固 定 負 債】 【811,267】

土 地 569,562 長 期 借 入 金 654,174

( 無 形 固 定 資 産 ) (34,364） 繰 延 税 金 負 債 74,357

ソ フ ト ウ ェ ア 34,364 長 期 未 払 金 82,736

(投資その他の資産) (3,001,867） 負 債 合 計 2,829,184

投 資 有 価 証 券 342,550 純 資 産 の 部

関 係 会 社 株 式 1,859,771 【株 主 資 本】 【6,379,597】

出 資 金 250 資 本 金 2,133,177

長 期 貸 付 金 798,495 資 本 剰 余 金 2,563,867

そ の 他 2,430 資 本 準 備 金 2,563,867

貸 倒 引 当 金 △1,629 利 益 剰 余 金 2,928,021

利 益 準 備 金 14,025

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,913,996

繰 越 利 益 剰 余 金 2,913,996

自 己 株 式 △1,245,467

【評 価 ・ 換 算 差 額 等】 【81,368】

その他有価証券評価差額金 81,368

【新 株 予 約 権】 【12,455】

純 資 産 合 計 6,473,420

資 産 合 計 9,302,605 負債及 び 純 資 産 合 計 9,302,605

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

営 業 収 益 349,639

営 業 費 用 319,111

営 業 利 益 30,527

営 業 外 収 益

受 取 利 息 73,086

受 取 配 当 金 190,153

受 取 賃 貸 料 69,020

雑 収 入 10,632 342,894

営 業 外 費 用

支 払 利 息 14,342

為 替 差 損 8,947

賃 貸 収 入 原 価 69,295

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 18,111

雑 損 失 146 110,843

経 常 利 益 262,577

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 償 還 益 92,939 92,939

税 引 前 当 期 純 利 益 355,517

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 42,494

法 人 税 等 調 整 額 △3,774 38,720

当 期 純 利 益 316,796

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで） (単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平 成 26 年 ４ 月 １ 日 残 高 2,133,177 2,563,867 ― 2,563,867 14,025 2,810,849 2,824,874

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △168,631 △168,631

当 期 純 利 益 316,796 316,796

自 己 株 式 の 処 分 △45,017 △45,017

自 己 株 式 処 分 差 損 の 振 替 45,017 45,017 △45,017 △45,017

株主資本以外の項目の事業年度
中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― 103,146 103,146

平 成 27 年 ３ 月 31 日 残 高 2,133,177 2,563,867 ― 2,563,867 14,025 2,913,996 2,928,021

　

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平 成 26 年 ４ 月 １ 日 残 高 △1,488,365 6,033,553 70,235 70,235 50,791 6,154,579

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △168,631 △168,631

当 期 純 利 益 316,796 316,796

自 己 株 式 の 処 分 242,897 197,880 197,880

自 己 株 式 処 分 差 損 の 振 替 ― ―

株主資本以外の項目の事業年度
中 の 変 動 額 ( 純 額 )

11,132 11,132 △38,336 △27,203

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 242,897 346,044 11,132 11,132 △38,336 318,841

平 成 27 年 ３ 月 31 日 残 高 △1,245,467 6,379,597 81,368 81,368 12,455 6,473,420

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については、定額

法)によっております。

② 無形固定資産 定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払いにあてる

ため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる事項

① 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

② 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
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(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

建物 269,182千円

土地 548,142千円

計 817,324千円

担保に係る債務

短期借入金 1,000,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 646,893千円

3. 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 4,796,870千円

長期金銭債権 798,495千円

短期金銭債務 18,632千円

5. 保証債務

連結子会社 ナカンテクノ株式会社における取引先への契約義務に関する銀行保証

及び金融機関からの借入債務に対して保証を行っております。

保証金額 2,218,111千円

うち外貨建 5,950千米ドル
　

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引

営業取引 349,639千円

営業取引以外の取引 324,184千円

　
(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 4,973,710株
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(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

関係会社株式評価損 401,409千円

繰越欠損金 88,662千円

長期未払金 26,632千円

減損損失 23,738千円

その他 23,610千円

繰延税金資産小計 564,053千円

評価性引当額 △564,053千円

繰延税金資産合計 －千円

　
繰延税金負債

関係会社株式売却益 △35,730千円

その他有価証券評価差額金 △38,626千円

繰延税金負債合計 △74,357千円

繰延税金資産（負債）の純額 △74,357千円

　
(リースにより使用する固定資産に関する注記)

該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
１.関連会社等

属性 会社等の名称
議決権等
の所有

(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

フェニックス電機
株式会社

所有
　直接

100.0％

資金の貸付
経営指導及び
業務受託
役員の兼任
設備の賃貸
資産の譲渡

設備の賃貸 51,543 未収入金 4,646

業務受託及び
経営指導(※１)

125,237 未収入金 11,270

資金の貸付(※２)
資金の回収

130,000
71,399

短期貸付金
長期貸付金

821,399
47,195

利息の受取(※２) 13,112 ― ―

連結納税に係る
個別帰属額

13,472 未払金 18,630

資産の譲渡 115,331 ― ―

株式会社ルクス
所有
　間接

100.0％

役員の兼任
設備の賃貸

設備の賃貸 2,548 未収入金 278

連結納税に係る
個別帰属額

2,202 未収入金 8,567

株式会社
日本技術センター

所有
　直接

100.0％

資金の貸付
経営指導及び
業務受託
役員の兼任
設備の賃貸

設備の賃貸 664 未収入金 59

業務受託及び
経営指導(※１)

102,904 未収入金 9,261

資金の貸付(※２)
資金の回収

200,000
30,000

短期貸付金
長期貸付金

376,200
351,300

利息の受取(※２) 9,268 ― ―

連結納税に係る
個別帰属額

26,896 未収入金 47,970

ナカンテクノ
株式会社

所有
　直接

100.0％

資金の貸付
経営指導及び
業務受託
役員の兼任
設備の賃貸
債務保証
保証料の受入
増資の引受

設備の賃貸 14,264 未収入金 1,283

業務受託及び
経営指導(※１)

121,498 未収入金 10,933

連結納税に係る
個別帰属額

71,659 未収入金 167,461

資金の貸付(※２)
資金の回収

3,100,000
1,080,000

短期貸付金
長期貸付金

3,320,000
400,000

利息の受取(※２) 50,687 ― ―

債務保証(※３) 2,218,111 ― ―

保証料の受入(※４) 9,146 ― ―

増資の引受 800,000 ― ―

株式会社
テクノ・プロバイ
ダー

所有
　間接

100.0％
役員の兼任

連結納税に係る
個別帰属額

11,121 未収入金 17,469

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(※１) 業務受託料及び経営指導料は、当社グループの規程に基づき、グループ運営費用を均等又は各子会社の事業規模に応じ負
担割合を設定し受取っております。

(※２) 子会社に対する資金の貸付については、当社グループの規程に基づき、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており
ます。

(※３) 子会社ナカンテクノ株式会社における取引先への契約義務に関する銀行保証及び金融機関からの借入債務に対して保証を
行っております。

(※４) 子会社ナカンテクノ株式会社の銀行借入につき、債務保証を行っており、年率0.5％の保証料を受領しております。
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２.役員及び個人主要株主等

属性 氏名
議決権等
の所有

(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及び
その近親者

斉藤 定一

(被所有)
直接

0.8％

当社代表取締役

社長

ストックオ
プションの
権利行使

12,560 ― ―

田原 廣哉

(被所有)
直接

0.6％
当 社 取 締 役

ストックオ
プションの
権利行使

10,990 ― ―

佐藤 良久

(被所有)
直接

0.3％
当 社 取 締 役

ストックオ
プションの
権利行使

10,990 ― ―

(注) 平成24年６月22日開催の第36期定時株主総会の決議に基づき付与されたストックオプションの当事業年度における権利

行使を記載しております。なお、取引金額は当事業年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に、

払込金額を乗じた金額を記載しております。
　

(１株当たり情報に関する注記)
1. １株当たり純資産額 362円30銭
2. １株当たり当期純利益 18円38銭
　
(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平 成 27 年 ５ 月 20 日

ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

取締役会 御中

監査法人 彌榮会計社

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 林 光 行 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 薩 摩 嘉 則 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ヘリオス テクノ ホールディング株式
会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、ヘリオス テクノ ホールディング株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平 成 27 年 ５ 月 20 日

ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

取締役会 御中

監査法人 彌榮会計社

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 林 光 行 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 薩 摩 嘉 則 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ヘリオス テクノ ホールディン
グ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため

の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上

― 36 ―



監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第39期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役

が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役会の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた

します。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締

役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、

統括管理部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会その他重要な

会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、各部門において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会

社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ

の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告

を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）

について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人彌榮会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人彌榮会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月27日

ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 監査役会

常勤監査役(社外) 上 道 俊 和 ㊞

監 査 役 家 弓 康 充 ㊞

社外監査役 四 宮 章 夫 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考書類
第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存

じます。

期末配当金に関する事項

当社は経営基盤の強化を図るとともに、株主の皆様に安定した

配当を継続しつつ、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針

としております。よって当期の期末配当は以下のとおりといたし

たいと存じます。

(1) 配当財産の種類

　 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき金12円 総額 213,998,280円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成27年６月25日
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第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」において、定款の

定めにより業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を

締結することが認められることに伴い、それらの取締役及び監査役について、

その人材確保のため、また期待される役割を十分に発揮できるようにするため、

所要の変更を行うものであります。

なお、第29条の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。

　
２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款 変 更 案

(取締役の責任免除)

第29条 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外取締役との間に、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する

契約を締結することができる。但し、当

該契約に基づく責任の限度額は、法令が

規定する額以上とする。

(取締役の責任免除)

第29条 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、取締役（業務執行取締役等であ

るものを除く) との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約

を締結することができる。但し、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する額以上とする。

(監査役の責任免除)

第39条 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、社外監査役との間に、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する

契約を締結することができる。但し、当

該契約に基づく責任の限度額は、法令が

規定する額以上とする。

(監査役の責任免除)

第39条 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、監査役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約

を締結することができる。但し、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する額以上とする。
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第３号議案　取締役５名選任の件

取締役５名は本総会終結のときをもって任期満了となりますので、取

締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

１

さい とう さだ いち

斉 藤 定 一

(昭和12年９月22日生)

155,000株 なし

平成８年４月 当社管財人代理就任

平成10年２月 当社管財人代理辞任

当社代表取締役社長就任

平成17年６月 当社取締役会長就任

平成21年７月 ナカンテクノ株式会社代表取締役会

長就任

平成24年６月 当社代表取締役社長就任（現任）

平成26年５月 ナカンテクノ株式会社取締役会長就

任（現任）

２

かわ さか よう いち

川 坂 陽 一

(昭和29年１月31日生)

平成13年４月 当社入社

4,600株 なし

当社企画室副室長兼総務部部長

平成13年６月 当社取締役企画室副室長兼総務部部

長就任
平成17年６月 当社取締役管理本部本部長兼総務部

部長就任

平成21年４月 当社取締役統括管理部長就任

平成25年５月 株式会社日本技術センター取締役就

任
平成26年６月 当社常務取締役統括管理部長就任

（現任）

― 40 ―



候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

３

た はら ひろ や

田 原 廣 哉

(昭和29年８月29日生)

115,000株 なし

昭和63年４月 当社入社

平成７年８月 当社取締役技術開発部部長就任

平成10年２月 当社取締役企画室室長就任

平成13年６月 当社常務取締役企画室室長就任

平成17年６月 当社代表取締役社長就任

平成21年４月 フェニックス電機株式会社代表取締

役社長就任（現任）

平成24年６月 当社取締役就任（現任）

平成25年４月 株式会社ルクス代表取締役社長就任

（現任）

４

さ とう よし ひさ

佐 藤 良 久

(昭和36年３月10日生)

70,000株 なし

平成21年７月 ナカンテクノ株式会社入社

同社取締役社長就任

平成22年１月 同社代表取締役社長就任（現任）

平成24年６月 当社取締役就任（現任）

５

はやし ひろ ゆき

林 啓 之

(昭和42年２月４日生)

20,500株 なし

平成２年４月 飛鳥建設株式会社入社

平成８年７月 国際復興開発銀行（世界銀行）入行

平成10年８月 株式会社さくら銀行（現株式会社三

井住友銀行）入行

平成15年10月 国際金融公社（世界銀行グループ）

入社

平成17年３月 ＧＣＡ株式会社（現ＧＣＡサヴィア

ン株式会社）入社

平成20年１月 同社パートナー就任

平成24年６月 当社取締役就任（現任）

(注) 1. 林啓之氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は、金融機関等での幅広い経験と
高い見識を持ち、実践的な視点から、会社運営に対して適切な指導をお願いできるものと
判断しております。

2. 当社と林啓之氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であ
ります。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する
予定であります。また、田原廣哉氏及び佐藤良久氏の再任が承認された場合には、第２号
議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は両氏との間で同様の契約を締
結する予定であります。

3. 林啓之氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届け出ており、
同氏が選任された場合には、引き続き独立役員になる予定であります。

4. 林啓之氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本総会終結のと
きをもって３年となります。
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第４号議案　監査役１名選任の件

本総会終結のときをもって、監査役上道俊和氏は任期満了となります。

つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当
社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

うえ みち とし かず

上 道 俊 和

(昭和23年10月１日)

― 株 なし

昭和46年４月 松下電工株式会社（現パナソニック

株式会社）入社

平成15年３月 松下電工ライティング・デバイス株

式会社（現パナソニック ライティ

ングデバイス マーケティング株式

会社）代表取締役社長就任

平成19年６月 松下電工制御機器株式会社（現パナ

ソニック デバイス販売株式会社）

監査役就任
平成21年10月 株式会社日本技術センター監査役

就任
平成23年４月 フェニックス電機株式会社監査役就

任（現任）

平成23年６月 当社監査役就任(現任)

(注) 1. 上道俊和氏は、当社の社外監査役候補者であります。
2. 上道俊和氏は、経験豊富な経営者の観点から高度な能力・見識に基づき客観的な立場から

監査を行うことができるものと判断しております。
3. 上道俊和氏が再任が承認された場合、当社定款の定めに基づき、当社は同氏との間で、会

社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結する予定であります。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法425条第１
項に定める最低責任限度額であります。

4. 上道俊和氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として届け出ており、
同氏が再任された場合には、引き続き独立役員になる予定であります。

5. 上道俊和氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の
ときをもって４年となります。
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第５号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監

査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当
社株式の数

当社との
特 別 の
利害関係

や ぎ たけ ひこ

八 木 竹 彦

(昭和22年８月27日)

― 株 なし

昭和46年４月 川崎重工業株式会社入社

平成14年４月 川重防災工業株式会社監査室長就任

平成15年７月 同社常勤監査役就任

平成19年７月 エア・ウォーター株式会社監査室部

長就任
平成24年８月 ナカンテクノ株式会社監査役就任

（現任）

(注) 1. 八木竹彦氏は、社外監査役の補欠監査役候補者であります。
2. 八木竹彦氏は、監査役としての豊富な経験を有しており、その経験を当社の監査に反映し

ていただくため、補欠監査役候補者として選任をお願いするものであります。

以 上
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